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福祉厚生常任委員会記録【未校正】

○審査の経過

午前 11 時 36 分開議

○柴議会事務局主事 それでは、委員会条例第 10 条第２項の規定により、出席委員中の

年長者であります、遠山委員に臨時委員長をお願いいたします。

○遠山臨時委員長 それでは、これから福祉厚生常任委員会を開会いたします。本日は改

選後初めての委員会でありますので、委員会条例第 10 条第２項の規

定により、出席委員中の年長者であります私が、委員長が互選されるまでの間、臨時委

員長の職務を行いますので、皆さんよろしくお願いいたします。全員出席しております。

それでは会議規則に基づいて、委員長の互選を行います。

お諮りします。委員長の選挙は指名推選、投票、どちらの方法で行いますか。

〔「指名推選」と呼ぶ者あり〕

○遠山臨時委員長 それでは指名推選との声がありましたが、これに御異議ございません

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○遠山臨時委員長 異議なしと認めます。よって、指名推選により行うことに決定いたし

ました。では、お諮りします。指名は臨時委員長が行うことに御異議ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○招 集 日 時 令和６年２月１５日（木）午前１１時３６分

○招 集 場 所 議事堂第２委員会室

○出 席 委 員 臨 時 委 員 長 遠 山 智 恵 子

委 員 長 久 保 田 真 澄

副 委 員 長 杉 山 尊 宣

委 員 古 谷 貴 子

〃 根 岸 裕 美 子

〃 岩 澤 信

〃 金 澤 克 仁

〃 山 野 井 隆

○欠 席 委 員 なし

○出席説明員 なし

○職務のため

出席した者

議 会 事 務 局 次 長 澤 部 慶

議 会 事 務 局 主 事 柴 哲 次 郎

○審 査 事 件 ・正副委員長互選
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○遠山臨時委員長 異議なしと認めます。指名は臨時委員長が行うことに決定いたしまし

た。それでは、委員長を指名したいと思いますが、久保田さん、それでは、久保田議員に

委員長を指名したいと思います。ただいまの指名に御異議はございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○遠山臨時委員長 異議なしと認めます。したがって、久保田真澄さん――久保田真澄さ

んが委員長に当選されました。ただいま委員長に当選されました、久保田真澄さんが委員

会室におられますので、当選の告知を行います。それでは、久保田真澄さん。就任の御挨

拶をお願いいたします。じゃあ、そこで挨拶お願いします。

○久保田委員長 取手市の福祉向上のために一生懸命頑張っていきたいと思います。どう

ぞよろしくお願いいたします。

〔拍手〕

○遠山臨時委員長 それでは、委員長と交代します。御協力ありがとうございました。

○久保田委員長 委員長席に着席しました。どうぞよろしくお願いいたします。

続いて、会議規則に基づいて副委員長の互選を行います。

お諮りいたします。副委員長の選挙は指名推選、投票、どちらの方法で行いますか。

〔「指名推選」と呼ぶ者あり〕

○久保田委員長 それでは、指名推選との声がありましたが、これに御異議ございません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○久保田委員長 異議なしと認めます。よって、指名推選により行うことに決定いたしま

した。

お諮りします。指名は委員長が行うことに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○久保田委員長 異議なしと認めます。指名は委員長が行うことに決定しました。副委員

長を指名したいと思います。杉山さん。杉山尊宣さん、杉山尊宣さんを副委員長に指名し

たいと思います。ただいまの指名に御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○久保田委員長 異議なしと認めます。したがって、杉山尊宣さんが副委員長に当選され

ました。ただいま副委員長に当選されました、杉山尊宣さんが委員会室におられますので、

当選の告知をします。杉山尊宣さん、就任の御挨拶をお願いします。

○杉山副委員長 皆さん、こんにちは。ただいま、副委員長に就任させていただきました

杉山尊宣と申します。皆様とともに委員会運営、しっかり頑張ってまいりますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。

〔拍手〕

○久保田委員長 最後に、閉会中の所管事務調査についてを議題といたします。

お諮りいたします。当委員会の閉会中の所管事務調査については、御手元に配付したと

おり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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○久保田委員長 異議なしと認めます。よって、当委員会の閉会中の所管事務調査につい

ては、御手元に配付しましたとおり決定いたしました。

以上をもちまして、福祉厚生常任委員会を閉会します。

午前 11 時 42 分散会

取手市議会委員会条例第 31 条第１項の規定により署名又は押印する。

福祉厚生常任委員会臨時委員長

福祉厚生常任委員会委員長


